
＜ご寄付いただきたい日用品＞

◎学用品
えんぴつ、赤青えんぴつ、ノート、消しゴム、シャーペン(替え芯)、サインペン など

◎キッチン用品
食器洗い用洗剤、食器洗い用スポンジ、ビニール袋、ラップ、アルミホイル
キッチンペーパー、キッチン用漂白剤 など

◎洗面所用品
歯ブラシ、歯磨き粉、ハンドソープ、石鹸、洗濯石鹸、洗濯用漂白剤 など

◎バス用品
シャンプー、コンディショナー、ボディーソープ、洗顔料 など

◎トイレ用品
トイレットペーパー、トイレ用洗浄剤 など

◎衛生用品・その他
生理用品、ティッシュ、ウェットティッシュ、マスク、タオル(個包装や贈答品など)

子供用紙おむつ など

＜寄付日用品の条件＞
◎未開封・未使用の商品（包装や外装が破損していないこと、中身に異常がないこと）

◎使用期限がないもの

◎製造者名が記載されている

＜お受け入れできないもの＞
医薬品、化粧品、おもちゃ類、なべ・食器類、大きな破損があるアイテム

ご家庭で 使い切れないなどで、保管したままになっている

「日用品」を 西原町内の郵便局窓口にある
「日用品ボックス」へお寄せください！

西原町社会福祉協議会を通じて町内の子どもの居場所等やご家庭で生かされます。

西原町観光キャラクター
さわりん

「もったいない」を「ありがとう」に変える

『 』に

ご協力をお願いします。

※お寄せいただいた日用品について、使用に適さないと判断した場合、
処分させていただく場合があります。ご了承ください。

問合せ先：西原町 こども課（098-945-5311（内線2705）） 西原町社会福祉協議会（098-945-3651）

実施期間 ： ２０２４年６月３０日まで
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